
21年度行財政改革の体系と事務事業評価

総合計画

行政改革実施計画（集中改革プラン）
Ｈ18～Ｈ22　５ヵ年
＊Ｈ21年度：財政健全化計画と連動し、当初計画を補強・修正
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総合計画実施計画

Ｈ19～Ｈ28　10ヵ年
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財政健全化計画

Ｈ21～Ｈ27　７ヵ年

【収支の均衡を図る改善に向けた取組（行財政改革）のイメージ図】

行政の内部経費削減・現在実施しているサービスの縮減など

将来に向けた新たな取組（地域振興策・住民の皆さんの要望）

３歩後退

（スクラップ）

将来に向けて１歩前進

（ビルド）

収支不足の解消
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事務事業

まちづく計画の体系

《21年度の事務事業評価》
21年度の事務事業

評価対象数は約250件

施設・一般行政サービス・補助金

《仕事の改善や統合・休廃止など、今後の取組方針を明確にして、町の計

画や予算に反映させます。》

　町の仕事をいろいろな視点で点検し、最終的には、その仕事の取組方

針を明確にしていきます。例えば「現状どおり今後も実施する」、「内容の

見直しを図る」、「休廃止に向けて検討する」といった評価をおこない、こ

の評価の結果を、町の計画や予算などに反映させていきます。

行政評価を、どのように

まちづくりに反映させる

のか？


